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「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１5 出展業務」 企画提案募集要綱 

 

（目的）  

第１条 沖縄県・（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（以下 OCVB）は、9 月 25 日～27 日の期間で開催予

定の「ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2015」に出展する。 

このイベントを活用し、沖縄観光における様々なコンテンツを「オール沖縄」を軸に来場者へ発信し、国

内外へ向けて沖縄への観光誘客を図るとともに、当該イベントに連なる各種メディア等を通じた夏だけで

はない沖縄の旬の魅力を多方面にＰＲする。さらに、離島観光活性化促進事業の一環として最新の離島

観光の魅力を国内外へ効果的に発信するセミナー及び商談会『OKINAWA 離島コンテンツフェア』を 

ツーリズム EXPOジャパン 2015 のイベント内で開催することで、離島観光の商品造成並びに各離島への

誘客促進による地域活性化につなげるための情報発信並びに関係団体間のマッチングを図る。 

      この要綱では、当該催事におけるブースの装飾ならびに各種イベントの展開にかかる企画の公募に関

すること、および提案された企画内容の審査方法について定める。 

 

（委託内容） 

第２条 委託の内容、条件およびその他必要事項については、別添委託業務仕様書に定める。 

 

（委託料） 

第３条 提案総額の上限は、40,000,000 円（消費税及び地方消費税込み）とする。ただし、これは企画提案のた 

めに提示する金額であり、実際の契約金額とは異なる。 

 

（委託期間） 

第４条 委託期間は契約締結の日から平成 27年１2 月 28 日（月）までとする。 

 

（参加資格） 

第５条 本業務への応募参加資格は、次の要件を全て満たす企業又は団体とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）役員に次のいずれかに該当するものが含まれていないこと。 

①破産者で復権を得ない者。 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴

力団員若しくは暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」と略記）。 

（３）暴力団の構成員等の統制の下にないこと。 

（４）沖縄県内に本社または支社、営業所等を有すること。 

（５）本業務を運営するにあたって、必要に応じて事務局と速やかに連携を行うなど、事業を円滑に履行するこ

とができる体制が整備されていること。 

（６）本業務に企画提案するにあたっては次の事項に留意すること。 
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  ①複数の企業等でコンソーシアムを構成し応募する場合は、幹事企業を選定する。 

  ②１社（もしくは、コンソーシアム）につき１提案の応募とすること。 

  ③１つの企業が複数のコンソーシアムを通じて２つ以上提案をすることはできないものとする。 

 

（提出書類） 

第６条 企画コンペティション（以下 企画コンペ）に参加する企業または団体（以下、企画提案参加者）は、所定 

の様式に必要事項を記入し、次に定める期間までに提出を行うこと。 

 

（スケジュール、提出期限） 

第７条 企画コンペに関する業務日程は、次のとおりとする。 

（１）募集に係る資料の配布期間及び場所 

配付期間：平成 27 年６月 29 日（月）１７：００まで 

配付場所：（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 

公式Web サイトからのダウンロード http://www.ocvb.or.jp/ 

（２）事業説明会 

説明会参加申込書提出日：平成 27 年６月 19 日(金) １７：００まで 

提出方法：所定の様式（様式 1）に必要事項を記入の上、FAX または e-mail にて提出 

FAX：098-859-6222  e-mail：t_expo@ocvb.or.jp 

説明会日時：平成 27年６月 22 日(月)  １０：３０～１１：３０ 

説明会会場：沖縄産業支援センター ３１４号室 

住所：沖縄県那覇市字小禄１８３１－１ 

地図：http://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/ 

会場スペースの関係上、なるべく各社 1名での参加でお願い致します。 

（３）企画参加申込書（様式２）の提出締切日：平成 27年 6 月 29 日（月）１７：００まで 

  ・企画提案参加者は、所定の資料に必要事項を記載後、原本を郵送（持参）ください。 

・提出期日（時間）までに原本の提出の無い企画提案は、一切受け付けません。 

（４）質問（様式３）の提出締切日：平成 27年６月 29 日（月）１７：００まで 

・所定の様式（様式３）に質問事項を記入後、e-mail にて OCVB 担当者へ質問ください。 

    ・質問への回答は企画提案参加者の全担当へ同報します。 

（５）企画書の提出締切日：平成 27 年７月 10 日（金）１７：００まで（時間厳守） 

・提出場所／（一財）沖縄観光コンベンションビューロー  

        国内事業部 国内プロモーション課 園部、黒島 宛 

・提出書類／①企画提案提出書（様式４） 

                    ②企画書 

                 ※１０部（社名表記／社印押印×１０部） 

                 ※Ａ４サイズ横、長辺とじでの統一（Ａ３サイズ折り込み可） 

         ※表紙、目次を省く両面印刷２０枚以内（見積りは別冊添付） 
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        ③見積書 

           ※１０部（社名表記／社印押印×１０部） 

           ※各項目別の一式表記と内訳明細書 

         ④評点概要（様式５） 

          ※１０部 

（６）審査結果通知日：平成 27 年７月 21 日（火）予定 

 

（審査） 

第８条 審査は次のとおり行う。 

  （１）審査は、企画コンペ審査会による書面審査にて行う。企画書の審査にあたっては、企画審査基準に基づき

慎重に審査する。審査委員は、沖縄県およびOCVB職員等で構成する。 

    ※審査内容及び審査経過については公表しない。但し、最終審査による受託決定者は当財団ホームページに

て公表する。 

（２）審査結果の通知については、平成 27年７月 21 日（火）までに発表するものとする。 

     ※委託契約については、原則として第一位入選者とするが、委託に関して必要な協議合意に至らない場合 

       は、次順位以降の者を繰り上げて、協議のうえ契約するものとする。 

 

（審査基準） 

第９条 審査に当たっては、次に掲げる事項について総合的に勘案し評価を行う。 

（１）イベント企画全体がコンセプト「黄金時間（くがにじかん）」に添い BtoC 及び BtoB 双方が楽しめるバランス

のよい空間演出とし、かつ、ブースへの導線を考慮し、視認性の高い装飾内容であるか。 

（２）OKINAWA離島コンテンツフェア（BtoB）の特徴を捉え、快適且つ円滑な商談が出来るような空間演出が 

できているか。 

（３）展示会（一般日 BtoC）では、視認性の高い五感に訴求した空間演出で沖縄旅行イメージを喚起し、更に 

は、旅行商品等を活用した行動の喚起に繋がっているか。 

（４）企画提案の根拠および企画の実現性があるか。 

（５）実施内容を踏まえた実施体制・スケジュールとなっているか。 

（６）事業効果測定の手法（広告換算額の算出等）や報告方法は適切であるか。 

（７）見積額は、予算範囲内であり、かつ、適正であるか。 

    

（企画提案参加の条件） 

第 10 条 企画コンペの参加の条件は、次のとおりとする。 

（１） 本要綱第５条の要件を全て満たす企業または団体であること。 

（２） 企画提案に必要な書類を全て提出すること。 

（３） 企画提案に係る費用は企画提案参加者の負担とする。（制作費、移動費、郵送費、他） 

（４） 契約の途中解約の可能性について予め同意すること 

企画提案が実施不可能および事前調整の不十分などにより大幅な変更が必要となった場合、契約の途中解約を
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行なう場合がある。 

 

（著作権等） 

第 11 条 著作権及び使用権は次のとおりとする。 

（１）成果物の著作権及び使用権は、OCVBに帰属する。 

（２）本委託事業にて撮影した映像、写真等の著作権および使用権は、OCVBに帰属する。 

（３）著作者人格権については行使しないものとする。 

（４）本業務にあたり、第３者の著作権、肖像権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をも

って処理する。 

 

（問い合わせ先） 

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831-1 産業支援センター２F 

国内事業部 国内プロモーション課   担当：園部、黒島、米盛、赤嶺 

電話／０９８−８５９－６１２５ FAX／０９８−８５９−６２２２ e-mail：t_expo@ocvb.or.jp 

 


